
平
成
二
十
二
年
四
月
九
日
提
出

質

問
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三

六

七

号

ネ
ッ
ト
の
青
少
年
保
護
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

馳

浩

367



ネ
ッ
ト
の
青
少
年
保
護
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
月
二
十
五
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
に
よ
る
と
、
「
携
帯
ネ
ッ
ト
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
か
ら
む
青
少
年
保
護
対
策
で
、
通

信
関
連
業
界
が
難
問
に
直
面
し
て
い
る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

「
青
少
年
に
健
全
な
ネ
ッ
ト
環
境
を
整
備
す
る
」
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
「
通
信
の
秘
密

は
、
表
現
の
自
由
と
と
も
に
憲
法
二
十
一
条
で
保
障
さ
れ
、
国
に
検
閲
を
禁
じ
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
と
も
に
重
要
な
利
害
が
衝
突
し
た
場
合
に
ど
の
価
値
観
を
優
先
す
る
か
は
、
国
民
が
自
由
な
生
活
を
送
る
上

で
極
め
て
重
大
な
関
心
を
抱
く
事
項
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

同
紙
に
よ
る
と
、
「
運
営
会
社
は
児
童
買
春
を
防
ぐ
た
め
青
少
年
の
異
性
交
遊
に
つ
な
が
る
書
き
込
み
を
規
約
で
制
限

し
、
監
視
要
員
が
警
告
や
削
除
す
る
対
応
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
加
入
者
同
士
の
一
対
一
の
や
り
と
り
が
で
き
る
『
ミ

ニ
メ
ー
ル
』
の
取
り
扱
い
が
問
題
化
」
し
た
と
あ
る
。
「
ミ
ニ
メ
ー
ル
の
監
視
は
規
約
の
『
包
括
的
同
意
』
で
は
十
分
か
ど

う
か
問
題
が
あ
る
」
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

ま
た
、
「
特
定
の
サ
ー
バ
ー
や
サ
イ
ト
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
自
動
的
に
閲
覧
で
き
な
く
す
る
」
ブ

一



ロ
ッ
キ
ン
グ
に
つ
い
て
、
「
ど
の
サ
イ
ト
が
対
象
に
な
る
か
と
い
う
表
現
規
制
問
題
」
が
あ
る
。
こ
の
点
、
サ
イ
ト
の
選
定

を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

さ
ら
に
、
「
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
に
つ
い
て
は
利
用
者
の
同
意
を
と
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
」
「
通
信
事
業
者
が
利
用
者
の

通
信
行
為
を
監
視
し
制
限
す
る
こ
と
」
が
憲
法
二
十
一
条
の
趣
旨
に
違
反
し
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

同
紙
に
よ
る
と
、
「
今
回
の
議
論
の
き
っ
か
け
は
青
少
年
保
護
の
世
論
を
背
景
に
警
察
当
局
な
ど
か
ら
『
ネ
ッ
ト
の
健
全

化
は
事
業
者
の
責
任
』
と
強
く
迫
ら
れ
た
結
果
だ
が
、
」
「
事
業
者
は
通
信
内
容
に
関
与
し
な
い
立
場
」
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
警
察
当
局
の
対
応
は
、
民
間
事
業
者
に
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
行
動
を
と
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
点
で
問
題
で
は
な
い

か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

五

「
青
少
年
に
健
全
な
ネ
ッ
ト
環
境
を
整
備
す
る
」
こ
と
は
重
要
な
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
の
自
由
・
通
信
の
秘
密

は
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
人
権
で
あ
り
、
よ
り
重
要
な
価
値
観
で
あ
る
と
考
え
る
。
両
者
が
衝
突
し
た
場
合
、
表
現
の
自
由
・

通
信
の
秘
密
を
優
先
す
る
方
向
で
対
応
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

六

同
紙
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
「
違
法
・
有
害
情
報
全
般
、
ひ
い
て
は
政
権
に
都
合
の
悪
い
言
論
統
制
な
ど
、
幅
広
い

分
野
」
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
通
信
の
存
在
・
内
容
を
規
制

二



す
る
法
律
は
憲
法
二
十
一
条
に
違
反
し
て
、
違
憲
無
効
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


